
キャリア形成プログラム運用指針の改正について

○令和３年12月１日付けでキャリア形成プログラム運用指針（国通知）が大幅に改正された。主な改正事項は次のとおり。
○特に、キャリア形成プログラムの充実及びキャリア形成卒前支援プランの策定が義務付けられたことから、令和４年３月に開催予定の府医療
対策協議会において詳細を協議する予定。

府地域医療支援センター担当職員がキャリアコーディネーターを務める。
各大学の地域枠学生を担当する教員の先生方とのさらに連携を強化する。

大学や医療機関等と連携し、学生の地域医療等に対する意識の涵養を図る
ためのプロジェクト（卒前支援プロジェクト）を策定する。

地域医療構想における機能分化・連携の方針と整合性を図りながら、
優先順位をつけて医師配置を検討していく。

今後、キャリア形成プログラム適用者を専門研修シーリングの対象外とする
ことや、国における地域枠の内枠化が見込まれることに留意する。
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